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                 会 議 録 

 

1 会議名 

令和 7年度 第 1回高士区地域協議会 

2 議題（公開・非公開の別） 

（1）報告事項（公開） 

・地域協議会会長会議の概要について 

（2）自主的な審議（公開） 

・自主的審議事項について 

3 開催日時 

令和 7年 4月 17日（木）午後 6時 30分から午後 7時 40分まで 

4 開催場所 

高士地区公民館 大会議室 

5 傍聴人の数 

1人 

6 非公開の理由 

なし 

7 出席した者（傍聴人を除く。） 

・委 員：上野副会長、上野(美)委員、塩㞍委員、髙𣘺会長、田中委員、 

塚田(幸)委員、塚田(誠)委員、馬場委員、日向副会長、保坂委員 

（欠席 2名） 

・事務局：中部まちづくりセンター 井守所長、村山副所長、渡邉係長、鈴木主事 

8 発言の内容（要旨） 

【村山副所長】 

・上越市地域自治区の設置に関する条例第 8条第 2項の規定により、委員の半数以上の

出席を確認、会議の成立を報告 

【髙𣘺会長】 

・会議の開会を宣言 

・挨拶 

【村山副所長】 
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・上越市地域自治区の設置に関する条例第 8条第 1項の規定により、会長が議長を務め

ることを報告 

【髙𣘺会長】 

・会議録の確認：田中委員に依頼 

次第 3 議題「（1）報告事項」の「地域協議会会長会議の概要について」に入る。私か

ら報告する。 

3 月 27 日、直江津学びの交流館で地域協議会会長会議が行われ、28 区のうち 26 区の

会長または副会長が出席した。先回の地域協議会で配布した「地域自治推進プロジェク

トにおける各検討項目の方策案等」の資料を基に、地域政策課から説明を受けた。方策

案の内容等については、令和 8 年度以降から新たな形になる予定という説明があり、そ

の後の意見交換では多くの発言があった。一部抜粋して報告する。 

・定数について、各区の状況を踏まえるとどうなるのか。 

・任期数について、各委員から賛否両論があり、人材のいないところは連続 2 期までと

しなくてもよいのではないか。 

・同じメンバーで流れがスムーズにいくところはマンネリ化してしまうのではないか。 

・若者が参加する地区は、地域協議会を土・日曜日に開催できないか。 

・事前に事務局と打合せを行い、地域協議会委員だけで会議を開催できないか。 

・女性の枠を多くしてほしい、女性枠を半数まで増やしてもいいのではないか。 

・地域ビジョンについて、新たに考えるのではなく、前期の委員が作成した「地域活性

化の方向性」でもよいのではないか。 

・公募制について、団体推薦と同数とする決定がされたような報道があったが、まだ決

定事項ではない。 

・市長が交代したとしても、この方策案は変わらないようにしてほしい。 

このほか、各区で問題になっている内容など、様々な意見が挙げられ、今後はこの方

策案について、地域協議会や住民組織等から意見を聞いて、新制度に反映していく旨報

告があった。懇親会の席上で石井部長に、集落づくり推進員の配置拡充については、重

要な位置づけになると思うので、きちんと選出した方がよいと伝えた。 

【井守所長】 

事務局から補足する。会長から報告いただいたのは、たたき台に対する意見であり、

決定事項ではないことを申し添える。今後、改めて地域政策課が地域協議会の皆さんに
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直接説明し、意見交換する場を設ける予定である。 

【髙𣘺会長】 

以上で、次第 3議題「（1）報告事項」の「地域協議会会長会議の概要について」を終

了する。 

次に、次第 3議題「（2）自主的な審議」の「自主的審議事項について」に入る。事務

局の説明を求める。 

【鈴木主事】 

・資料 1、2に基づき説明 

【髙𣘺会長】 

内容について、個々に確認する時間も必要と考える。内容の確認後に分科会で意見交

換を行うことでスムーズに進むと思うので、そのように進めることでよいか。 

【鈴木主事】 

意見交換の際に追加意見等があれば入れるという形で進めてもよいか。 

（よしの声） 

【鈴木主事】 

提案どおりに進める。 

・資料 3に基づき説明 

本日は①の確認事項として聞きたいことの整理を行う。 

・資料 4、5に基づき説明 

「子育て・教育、健康、福祉」、「農林(漁)、商工業、観光」、「防災・交通」の各分

科会に分かれ、資料 4の内容について協議し、発表していただく。 

【髙𣘺会長】 

ただ今の説明について、質問を求める。 

（発言無し） 

協議時間が足りない場合は、全体会は次回にする。 

【井守所長】 

事務局からも 1名ずつ加わる。 

（各分科会に分かれて協議） 

【髙𣘺会長】 

以上で、次第 3 議題「（2）自主的な審議」の「自主的審議事項について」を終了する。 
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次に、次第 4その他「（1）次回開催日程」に入る。事務局の説明を求める。 

【村山副所長】 

・次回の協議会について説明 

   ― 日程調整 ― 

・次回の地域協議会：5月 15日（木）午後 6時 30分から 

高士地区公民館 大会議室（予定） 

【髙𣘺会長】 

以上で次第 4その他「（1）次回開催日程」を終了する。 

次に、次第 4その他「（2）その他」に入る。 

その他、何かあるか。 

（発言無し） 

【日向副会長】 

・閉会の挨拶 

9 問合せ先 

総合政策部 地域政策課 中部まちづくりセンター 

    TEL：025-526-1690 

E-mail：chubu-machi@city.joetsu.lg.jp 

10 その他 

別添の会議資料もあわせてご覧ください。 


